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Ⅰ　 山林所得の範囲
Ⅱ　 所得税が課税されない山林所得
Ⅲ　 山林所得の金額の計算方法
Ⅳ　 山林所得の税金が軽減される特例



※　令和７年分の山林所得の収入金額は、令和７年中に、伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡した山林（所有期間が５
年を超えるものに限ります。）の譲渡代金の合計額ですが、次の点に注意してください。
1　令和７年中に譲渡した山林 …… 売買契約などに基づいて、令和７年中に買主などに引き渡した山林ですが、令和７
年中に引渡しが済んでいない山林であっても、令和７年中に売買契約の効力が生じているものは、令和７年中に譲渡し
た山林として申告することができます。
2　未収入金  ……  令和７年中に譲渡した山林の譲渡代金を令和７年中に受け取っていない場合でも、未収入金を含め
た譲渡代金の全部が令和７年分の収入金額になります。
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